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〇消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）（抜粋） 
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定

める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で

定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤

務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、

政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、

当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の

訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整

備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管

理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 
②～⑤（略） 

 

第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者

は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第八条の二の二第一

項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総

務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつ

ては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点

検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告し

なければならない。 
 

〇消防法施行規則 （昭和三十六年自治省令第六号）（抜粋） 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告） 
第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検

内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 

２～８（略） 
 

〇建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）（抜粋） 

（報告、検査等） 
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であ

るものとして政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又

は管理する建築物（以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。）を除く。）

及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物その他政令で定める

建築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等の建築

別添 



物を除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項にお

いて同じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で

定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者

証の交付を受けている者（次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。）に

その状況の調査（これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の

状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設

備（以下「建築設備等」という。）についての第三項の検査を除く。）をさせて、その結

果を特定行政庁に報告しなければならない。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者

である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者（以下この章に

おいて「国の機関の長等」という。）は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国

土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物

調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検（当該特定建築物の防火戸その他の前

項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。）をさせなければならない。

ただし、当該特定建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛

生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行

政庁が指定するものを除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 
３ 特定建築設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この

項及び次項において同じ。）で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政

令で定めるもの（国等の建築物に設けるものを除く。）及び当該政令で定めるもの以外

の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物に設けるものを除く。）

の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、

定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けて

いる者（次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。）に検査

（これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）

をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 
４ 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する

建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級

建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の

点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等（前項の政令で定めるもの

及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。）のうち特定行政庁が安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについて

は、この限りでない。 

５～９（略） 



 

〇学校保健安全法 （昭和三十三年法律第五十六号）（抜粋） 

（学校安全計画の策定等） 
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び

設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における

安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策

定し、これを実施しなければならない。 

 

（学校環境の安全の確保） 
第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る

上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な

措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、

その旨を申し出るものとする。 

 

（危険等発生時対処要領の作成等） 
第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応

じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定

めた対処要領（次項において「危険等発生時対処要領」という。）を作成するものとす

る。 

２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生

時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 
３（略） 

 

〇学校保健安全法施行規則 （昭和三十三年文部省令第十八号）（抜粋） 
（安全点検） 

第二十八条 法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、

児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければ

ならない。 

２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。 

 
（日常における環境の安全） 

第二十九条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行

い、環境の安全の確保を図らなければならない。 


